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新型コロナウイルス感染症に対応した 

富美小学校ガイドラインについて（お知らせ） 
 

 日頃より、本校の教育活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 「新しい生活様式」を踏まえた学校再開のための指針として、感染リスクを抑えるた

めの「富美小学校ガイドライン」を作成しました。保護者の皆様へのご協力のお願いを

お知らせいたします。あらためてご協力をお願いいたします。 

 

＜保護者の皆様へのお願い＞ 
１．登校に関して 

 ・毎日体温を確認し、健康観察シートへの記入と提出をお願いします。 

 ・風邪の症状がある時は登校させないようお願いします。（2 を参照） 

 ・マスクの着用をお願いします。 

・予備用マスクとして、学校に１～２枚の用意をお願いします。 

 ・水飲み場の混雑解消と熱中症対策のため、水筒（水か麦茶）を持たせてください。 

 

２．出席停止の取り扱い（次の場合は登校できません） 

   ① 発熱や風邪の症状がある場合  → 治るまで  

  ② 児童の感染が判明した場合   → 治るまで 

  ③ 児童が濃厚接触者となった場合 → 14 日間 

   ④ 児童と同居する家族が濃厚接触者となった場合 

→ 保健所等による濃厚接触者の方の健康観察が終了するまで 
 

３．ご家庭において 

  ・帰宅時・食事前・運動後など、こまめな「手洗い」の徹底をお願いします。 

  ・免疫力を高めるため、「十分な睡眠」「バランスの取れた食事」「適度な運動」      
をお願いいたします。 

  ・「新しい生活様式」に基づき、不要不急の外出を控える、三密になる場を避ける
などの配慮をお願いします。 

  ・外出時にはマスクの着用をお願いします。 

  ・子どもが友人宅等に入るのは保護者間の判断となりますが、消毒や換気、３密を
避ける等の観点から、外での遊びを呼びかけてください。 

 

＜学校での感染症対策＞ 
１．手洗い・うがい 

 ・こまめに（長い休み時間の前後、給食前、清掃後、外に出た後等）手を洗う。 

・石鹸をつけて 30 秒以上洗い、清潔なハンカチでしっかり拭く。 

・ハンカチの貸し借りは厳禁。 

・手洗い場は、学年で場所を分け、密集を避ける。 

・登校時は消毒液をつけ、うがいのみ行う。 



 

２．マスク・咳エチケット 

・家からマスクをしてくる。 

・給食時間以外は基本的にマスクをつける。 

・マスクをしていない時に咳やくしゃみをする場合は、腕で覆う。 

・マスクを外した際に、マスクを入れる袋（ビニール袋）を用意（毎日交換）する。 
 
３．適切な距離の確保 

 ・授業時間…座席間隔を空け、お互いが向かい合わないように座ります。 

       理科等の実習の際は、近距離・対面にならないよう内容を工夫します。 

 ・休み時間…密接にかかわるような遊びをさせないようにします。 
 
４．給食 

・全員、必ず手を洗ってから、十分間隔をあけて準備する。 

・給食当番に代わって職員が盛り付けを行う。 

・配膳の前と後に、机の上を消毒する。 

・食べ始めるまで、全員マスクを取らない。食べ終わったらすぐマスクをつける。 

・食器、牛乳パックの片付けの際も必ずマスクをつけ、十分間隔をあける。 
 
５．清掃 

・清掃後は、反省会の前に必ず手を洗う。 

・毎日消毒を行うため、雑巾がけはしない。 

・トイレ清掃は、児童に割り当てず、職員で行う。 
 
６．換気 

・休み時間ごとに 5 分間程度、窓と玄関を開けて換気をする。 

・気温が上がって可能であれば、常時教室の窓を開ける。 
 
７．校内消毒 

・児童が帰った後、校内の消毒を行う。 

・専用の雑巾を準備し、使用後消毒液ですすいで 1 週間使用する。 

・気になる部分は養護教諭がその都度消毒する。 

＜校内消毒場所＞ 

玄関、下駄箱、体育館、ホール（机、いす）、水飲み場、トイレ 

各教室（ドアノブ、電気スイッチ、机、いす、掃除用具、黒板消し、ロッカー、 

窓の下、その他気になる場所） 

その日使用した特別教室、その他気になる場所 
 
８．歯磨き 

・給食を食べ終わり次第、各自で歯磨きをする。 

・飛沫に注意し、話をしない。 

・5 時間目以降がない日は行わない。 

・歯磨きセットは各ロッカーにしまう。毎週金曜日に持ち帰り、きれいに洗って持っ

てくる。 
 
９．フッ化物洗口 

・洗口液は職員がコップへ注ぐ（必ず手袋とマスク着用）。 

・終了後はティッシュの上に吐き出させ、洗口液が跳ねないようにする。 

・飛沫に注意し、間隔を十分に確保する。 

 



 

10．健康観察 

・登校時に体温を確認。家庭で検温してこなかった児童のみ、玄関で体温を測る。 

・各教室で風邪調べを行う（のどの痛み、咳、だるさ、嗅覚味覚症状の有無）。 

・養護教諭が回収チェックする。気になる児童は体調を確認し、発熱等の風邪症状が

ある場合は、保護者に連絡し早退させる。 
 
11．休み時間 

・教室でできる１人遊び、読書、外遊び等を勧める。 
 
12．その他 

・手洗い、消毒による皮膚の炎症が見られる児童は、各自ハンドクリーム等を持参し

てもらい、手洗い後塗るように促す。 

・水筒を持参させ、蛇口で直接飲まないようにする（水か麦茶）。 

・気温が上がってきたら、熱中症等予防として、こまめな水分補給や深呼吸を促す。 

・机の横にビニール袋をかけ、鼻をかんだティッシュ等はそこに捨てる。共有のごみ

箱はふたを外し、触れないようにする。 

 

 

◎学校行事について 

 ・7 月までの行事は、基本的に中止とします。 

 ・水泳授業は中止します。 

 ・その他に関しては決まり次第、連絡いたします。 

 

 いろいろとお願いすることも多く、大変かとは思いますが、このガイドラインに沿っ

て教育活動を続けていきたいと考えています。どうかよろしくお願いいたします。 

 

 

 


